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バッテリーに蓄えた電気でモ
ーターを回転させて走行します。�

圧縮した天然ガスを燃料
にして走行します。�

エンジンとモーター等の原動
機を利用して走行します。�

アルコールの一種であるメタ
ノールを燃料として走行します。�

※ガソリンエンジンと電気モーターの�
　組み合わせの場合�

■電気自動車� ■天然ガス自動車� ■メタノール自動車�■ハイブリッド自動車※�
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■低公害車車保有台数の推移�



�補助金�
 事業名称 補助対象者 内　　容 連絡先�

�

自動車NOx･PM法対策地
域または公害防止計画地
域の地方公共団体�
地方公共団体及び�
法人等�
�
�
地方公共団体�
�
�
自動車NOx・PM法対
策地域のバス・トラッ
ク事業者等�
�
�
�
�
公健法旧第一種地域等を含
む地方公共団体及び地方公
共団体を通じ民間事業者�

・低公害車の導入(通常車両価格との差額の1/2)�
・使用過程車へのDPF装着(装着費用の1/2)�
・燃料供給施設の設置(設置費用の1/2)�
・天然ガス自動車等の導入(通常車両価格との差額
の1/2以内)�

・事業用燃料等供給設備の設置(定額)�
・非事業用燃料等供給設備の設置(設置費用の1/2以内)�
・地域新エネルギー導入促進計画に基づき実施される新
エネルギー導入事業等(天然ガス自動車等の導入費の1/2
以内または通常車両価格との差額とのいずれか低い方)�

・低公害車の導入(車両価格の1/4(通常車両価格と
の差額の1/2限度))�

・使用過程車へのDPF等の装着(装着経費の1/4)�
�
�
�
�
低公害車の導入(購入またはリース）費用の一部(主
として対象地域を走行する自動車)

環境省環境管理局�
自動車環境対策課�
TEL03-3581-3351�
経済産業省�
資源エネルギー庁�
新エネルギー対策課�
TEL03-3501-4031�
経済産業省資源エネルギ
ー庁　新エネルギー対策課�
TEL03-3501-4031�
国土交通省　自動車交
通局　総務課企画室�
TEL03-5253-8563�
貨物課�
TEL03-5253-8575�
技術安全部環境裸�
TEL03-5253-8604�
公害健康被害補償予防協
会　基金事業部助成課�
TEL03-3586-1531

低公害車普及等事
業費補助�
�
クリーンエネルギー
自動車等導入促進対
策費補助�
�
地域新エネルギー
導入促進対策費補
助�
低公害車普及促進
対策費補助�
�
�
�
�
�
低公害車普及�
（助成）事業�

税制優遇�
 優遇措置 対　　　象 内　　容 �

�

低公害車の取得�
�
�
�
�
電気、天然ガス、メタ
ノールの各自動車、低
燃費かつ低排出ガス認
定車の取得�
�
�
�
�
�
��
①低公害車（電気、天然ガ
ス、ハイブリッド）の取得�
②燃料供給施設（天然ガ
ス、メタノール）の設置�
�
燃料等供給設備（電気、
天然ガス、メタノール）
の設置�

①電気、天然ガス、メタノールの各自動車：2.7%軽減�
②ハイブリッド自動車(トラック・バス)：2.7%軽減�
③ハイブリッド自動車(乗用車)：2.2%軽減�
④低燃費かつ低排出ガス認定車：取得価格から30万円を控除�
�
【軽課】�
　・電気、天然ガス、メタノール車：50%軽課�
　・☆☆☆かつ低燃費車：50%軽課�
　・☆☆かつ低燃費車：25%軽課�
　・☆かつ低燃費車：13%軽課�
【重課】　10%重課�
　・ディーゼル車：11年超�
　・ガソリン車：13年超��
平成13年度、平成14年度に以下の自動車を購入した場合、購入年度の翌
年度から２年間以下のとおり軽減する。�
青色申告を行う個人事業者又は法人が、①、②の施設を取得し、その取
得の日から１年以内に事業の用に供した場合�
a)初年度30%の減価償却の特例�
b)7%の所得税（法人税）の特別控除（資本金1億円未満の法人等に限る。）�
（所得税（法人税）額の20%を限度とする。）�
①固定資産税の課税標準の特例�
②特別土地保有税の非課税化�
�

自動車取得税の軽
減措置�
（平成15年3月�
　　    31日まで）�
�
自動車税の軽減措
置�
�
�
�
�
�
�
�
��
所得税、法人税の
優遇措置�
（平成16年3月�
　　    31日まで）�
�
固定資産税、特別土
地保有税の軽減措置�
（平成15年3月�
　　    31日まで）�

�

�財政投融資�
� 融資金融機関 対　象　者 内　　容 連絡先�

�

株式会社、組合、財団
法人など組織形態のも
の�
�
中小企業金融公庫法第
2条に定める中小企業
者�
�
中小企業基本法第2条1
項に定める中小企業者�

①低公害車(電気、天然ガス、メタノール、ハイブ
リッド)の取得�

②燃料等供給設備の設置�
融資比率40%、政策金利�、貸付期間5～10年程度�
①低公害車(電気、天然ガス、メタノール、ハイブ
リッド)の取得�

貸付限度(直接7億2000万円、代理1億2000万円)�
貸付利率(基準金利、4億円を限度に特別金利②)�
①低公害車(電気、天然ガス、メタノール、ハイブ
リッド)の取得�

貸付限度(直接貸付7,200万円)�
貸付利率(特別金利②)

日本政策投資銀行�
環境エネルギー部�
TEL03-3244-1620�
�
中小企業金融公庫�
業務部特別貸付課�
TEL03-3270-1287�
�
国民生活金融公庫�
総務部�
TEL03-3270-1381

日本政策投資銀行に
よる低利融資�
�
�
中小企業金融公庫
による低利融資�
�
�
国民生活金融公庫
による低利融資�

�


